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第２節　監査役の権限・義務と監査役活動・スタッフ業務に関する一覧表

１.監査役の権限

（1）調査・報告権限～事業報告請求権・業務財産調査権

項　　目　　内　　容 関連法令

　事業報告請求権・業務財産調査権 法３８１条②

①経営会議（常務会）への出席 法３８１条② １）経営会議（常務会）等の出席・意見陳述 a）経営会議運営事務局との連係 ｂ）議案等に対する調査対応等 第２節Ⅰ１（３）

②その他重要会議への出席 法３８１条② １）その他重要会議の出席・意見陳述 a）事前準備 ｂ）議案等の確認及び調査手配 第２節Ⅰ１（４）

③代表取締役との会合 法３８１条② １）代表取締役との定期的会合 １）代表取締役との定期的会合に関わる対応 第２節Ⅰ２

１）取締役会議事録の閲覧 a）取締役会議事録の閲覧に関わる対応

２）りん議決裁書の閲覧 a）りん議決裁書類の閲覧に関わる対応

３）その他の書類等の閲覧 a）その他重要書類の閲覧に関わる対応

１）役職員からの定例報告（業務執行及び財産保全の状況） a）面談先の選定 ｂ）面談スケジュールの作成

２）役職員からの非定例報告（リスク情報：事件・事故情報・不祥事、法令違反他） a）役職員からの非定例報告に関わる対応

３）子会社の役職員からの報告聴取（任意報告の受領） a）子会社の役職員からの報告聴取に関わる対応

１）国内事業所への往査 a）往査先の選定及びスケジュール等の調整 ｂ）往査に関わる事前準備 ｃ）往査調書（案）の作成

２）子会社（国内・海外）の調査・確認 a）往査スケジュール（案）の調整 ｂ）往査に関わる事前準備 ｃ）受領した資料及び監査調書の保管・管理

⑦業務執行確認書の取得 － １）業務執行確認書の受け入れと回答確認 a）業務執行確認書（案）の作成 ｂ）配付・回収及び回答内容確認 第３節Ⅰ３

「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実」等の取締役からの報告受領 法３５７条 １）「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実」等の取締役からの報告受領 a）取締役からの報告受付 ｂ）監査役の招集（議案の作成） ｃ）議事録の作成 第５節Ⅰ１

「取締役の違法行為」等の会計監査人からの報告受領
法３９７条①
法３９７条③

１）会計監査人からの報告受領 a）会計監査人からの報告受付 ｂ）監査役会議案の作成 ｃ）議事録の作成 第５節Ⅰ２

１）会計監査人からの監査計画の報告受領 a）会計監査人からの監査計画説明・聴取のスケジュール調整 ｂ）事前準備 ｃ）聴取結果「面談録」の作成 第２節Ⅱ１

２）会計監査人への監査役監査計画の提供・説明 a）会計監査人と監査計画説明聴取の日程調整 ｂ）資料の準備 ｃ）会計監査人からの質問事項への対応 第２節Ⅱ２

３）四半期報告・半期報告の監査 a）四半期報告・半期報告監査に関わる対応 第２節Ⅱ３

４）会計監査人実証手続への同行・立ち会い a）立会先の選定（スケジュール調整） ｂ）資料の準備 ｃ）立会記録（案）の作成 第２節Ⅱ４

a）日程調整 ｂ）事前準備 ｃ）グループ会社監査役連絡会開催補助

ｄ）子会社監査役との個別面談録（監査役会報告資料の作成） e）その他関連業務

２）内部監査部門との連係 a）日程調整 ｂ）、資料の事前配付 第２節１０（２）

３）会計監査人との連係 a）日程調整 ｂ）事前準備 ｃ）監査調書・面談録の作成 第２節１０（３）

４）三様監査会議 a）日程調整 ｂ）会議の運営 第２節１０（４）

５）顧問弁護士との連係 a）顧問弁護士との連絡会開催におけるスタッフ業務 ｂ）各種法務に関する顧問弁護士への個別相談等 第２節１０（５）

６）内部通報制度 a）内部通報制度に関わる対応 第２節１０（６）

７）総務部門・法務部門よりの報告体制の整備 a）総務部門との連係 ｂ）法務部門との連携 第２節１０（７）

株主総会招集手続（日程）の監査 － １）株主総会招集手続（日程）の監査 a）株主総会招集手続、発送に係る適法性確認 ｂ）株主総会前の法定備置書類の状況確認 第３節Ⅵ１

株主総会提出議案の調査 法３８４条 １）株主総会議案調査 a）株主総会議案及び提出書類の内容確認 第３節Ⅵ２

１）株主総会終了後手続監査 a）株主総会議事録入手と監査役への配付 ｂ）議事録記載内容の確認

２）決算公告、商業登記等の実施状況の確認 a）事前準備 ｂ）状況の確認

３）株主総会備置書類の監査 a）法定備置書類等の確認

法３９７条②

その他、監査役の職務を適切に遂行するための意思疎通、情報収集等

法３１８条①
法４４０条
法９３９条
施規７２条

会計監査人からの報告聴取（本書表題は　会計監査）

施規１０５条④

施規１０５条②

株主総会終了後手続監査

第２節１０（１）

法３８１条②④重要書類の閲覧

法３８１条②

第２節Ⅰ３

第２節Ⅰ４

第２節Ⅰ５

第３節Ⅵ６

監査役職務大分類　

⑥実地調査(往査)の実施

⑤役職員からの報告聴取（任意報告の受領）

法３８１条②

監査役職務中分類 ス　タ　ッ　フ　業　務 目次（参考）

１）子会社監査役との連係



第２節　監査役の権限・義務と監査役活動・スタッフ業務に関する一覧表

（２）是正権限

項　　目　　内　　容 関連法令

監査役の差止請求権 法３８５条 １）監査役の差止請求 第５節Ⅰ４

株主総会決議取り消し､各組織行為無効等の訴え提起
法８２８条
法８３１条

１）株主総会決議取り消し､各組織行為無効等の訴え提起 第５節Ⅲ４

取締役会の決議の省略（への同意） 法３７０条 １）取締役会の決議の省略 a）取締役会事務局への事前調査 ｂ）書面決議に関する監査役の異議申述に関わる各種対応 ｃ）取締役会の決議の省略に関わる文書等の保管・管理 第２節Ⅰ１（２）

（３）監査役の地位に関する権限

項　　目　　内　　容 関連法令

a）予算案の作成 ｂ）常勤監査役の意向確認 ｃ）予算執行部門への提出

d）監査役会議案及び議事録作成（監査役会で予算案を決議した場合） e）予算管理

監査役報酬等の協議 法３８７条② １）監査役（会）で協議と執行部門への通知 a）監査役報酬等協議と執行部門への通知に係る対応 第１節４

監査役選任株主総会議案への同意
法３４３条①
法３４３条③

１）監査役選任株主総会議案への同意 a）監査役選任議案の同意判断に関する業務 第３節Ⅵ３

監査役選任議案提出請求等
法３４３条②
法３４３条③

１）監査役選任議案提出請求等 a）監査役選任議案提出請求書面作成 第６節Ⅰ３

監査役選任･解任･辞任についての株主総会での意見陳述、自己の辞任理由陳述
法３４５条①
法３４５条②
法３４５条④

１）監査役選任･解任･辞任についての株主総会での意見陳述、自己の辞任理由陳述 a）株主総会手続きの確認、意見陳述案の作成等 第６節Ⅰ１

監査役報酬に関する株主総会での意見陳述 法３８７条③ １）監査役報酬に関する株主総会での意見陳述 a）定款又は過去の株主総会決議等の確認と想定問答、意見陳述案の作成 第６節Ⅰ２

（4）会計監査人に係る権限

項　　目　　内　　容 関連法令

１）執行部門からの会計監査人の報酬等に関する同意依頼書の受領 a）執行部門からの説明聴取 ｂ）会計監査人からの説明聴取

２）監査役会で決議し執行部門への通知 a）議案の作成 ｂ）議事録の作成 ｃ）執行部門への通知・手続

会計監査人の選任に関する監査役の同意等
（本書表題は　会計監査人の不再任及び選任議案に関する監査役の同意）

法３４４条①
法３４４条③

１）会計監査人の不再任及び選任議案に関する監査役の同意 a）一連の手続きに関する業務 ｂ）会計監査人候補者と常勤監査役との面談に係るスタッフ業務 第５節Ⅱ１

会計監査人選任・不再任に関する議案の提出要求
法３４４条②
法３４４条③

１）会計監査人選任・不再任に関する議案の提出要求 第５節Ⅱ２

会計監査人の再任の適否の審査 （法３４４条） １）会計監査人の再任の適否の審査 a）会計監査人の再任の適否の審査に関わる対応 第３節Ⅴ３

a）解任準備に係るスタッフ業務 ｂ）解任手続きに係るスタッフ業務 ｃ）株主総会対応

ｄ）会計監査人の解任通知後の対応

一時会計監査人の選任
法３４６条④
法３４６条⑥

１）一時会計監査人の選任 a）候補者との面談に係るスタッフ業務 ｂ）（臨時）監査役会開催に係るスタッフ業務 ｃ）一時会計監査人の登記の確認に関するスタッフ業務 第５節Ⅱ４

（5）その他の権限

項　　目　　内　　容 関連法令

取締役を補佐する訴訟参加への同意 法８４９条②１ １）取締役を補佐する訴訟参加への同意 a）取締役を補佐する訴訟参加への同意に関わる対応 第５節Ⅲ５

取締役の各免責に関する同意
法４２５条③１
法４２６条②
法４２７条③

１）取締役の各免責に関する同意 第５節Ⅳ１

監査役職務大分類　

目次（参考）

目次（参考）

会計監査人の報酬等の同意
法３９９条①
法３９９条②

法３８８条

監査役職務大分類　

監査役職務中分類 ス　タ　ッ　フ　業　務

ス　タ　ッ　フ　業　務

第４節５（２）

第１節３

目次（参考）

第５節Ⅱ３

１）監査費用予算の決定監査費用予算の決定

監査役職務大分類　

会計監査人の解任

法３４４条①２
法３４０条①
法３４０条②
法３４０条④

１）会計監査人の解任

監査役職務中分類 ス　タ　ッ　フ　業　務

監査役職務中分類

監査役職務大分類　

監査役職務中分類 ス　タ　ッ　フ　業　務 目次（参考）



第２節　監査役の権限・義務と監査役活動・スタッフ業務に関する一覧表

２．監査役の義務

項　　目　　内　　容 関連法令

善管注意義務 法３３０条・民６４４条 －

取締役の職務執行を監査 法３８１条① －

a）スケジュール調整 ｂ）招集手続の適法性に関わる確認 ｃ）取締役会への出席・意見陳述に関わる対応

ｄ）取締役会に関する文書等の保管・管理

取締役への業務監査報告 法３８３条① １）取締役への業務監査報告 a）取締役への業務監査報告に関わる対応 第２節Ⅰ９

特別取締役による取締役会への出席監査役互選 法３８３条① １）特別取締役による取締役会への出席監査役互選 a）特別取締役による取締役会への出席監査役互選に関わる対応 第１節５

取締役不正行為等の監査役の取締役（会）への報告 法３８２条 １）取締役不正行為等の監査役の取締役（会）への報告 a）取締役の不正行為等の監査役の取締役（会）への報告に関わる対応 第５節Ⅰ３

１）事業報告等の監査 a）適正表示の確認（法定事項の網羅性、記載内容の正確性等） 第３節Ⅱ１（１）

２）取締役の職務執行に関する事項の確認 a）取締役の職務執行に関する適法性監査調書の作成 第３節Ⅱ１（２）

３）会社法内部統制システムに係る監査 a）会社法内部統制システムに係る監査に関わる対応 第３節Ⅱ１（３）

４）会社の支配に関する基本方針・買収防衛策等の相当性判断 a）決議プロセスと決議内容の確認 第３節Ⅱ１（４）

a）日程調整 ｂ）計算関係書類の受領に係るスタッフ業務 ｃ）計算関係書類監査に係るスタッフ業務

ｄ）監査調書案の作成

２）会計監査人から会計監査報告の受領及び監査 a）日程調整 ｂ）事前準備 ｃ）監査調書案の作成 第３節Ⅲ１（２）

３）会計監査人の職務の遂行に関する通知の報告受領 a）日程調整
ｂ）会計監査人の監査体制・審査体制が確立されていることの確認に係る補助業
務

ｃ）監査調書案の作成 第３節Ⅲ１（３）

監査報告の作成
法３８１条①
施規１２９条①
計規１２７条

１）各監査役の監査報告作成 a）日程調整 ｂ）事前準備 ｃ）監査報告案の作成 第３節Ⅳ１

１）競業取引・利益相反取引 a）取締役会で報告・承認される体制の確認 ｂ）取締役会の手続状況の確認対応及びりん議決裁書の閲覧対応 ｃ）取締役等へのヒアリング対応等

２）無償の利益供与 a）企業方針の確認及び「企業倫理規程」「社員行動指針」等の遵守状況の確認 ｂ）取締役等へのヒアリング対応等 ｃ）関連勘定科目の支出・取引内容の調査対応及びりん議決裁書の閲覧対応等

３）関連当事者との一般的でない取引 a）取締役等へのヒアリング対応 ｂ）りん議決裁書の閲覧対応等

１）自己株式の取得、処分等 a）ヒアリングの日程調整等 ｂ）株主総会の決議内容、取締役会の議案及び決議の状況の調査対応
ｃ）「自己株券買付状況報告書」、財務諸表（貸借対照表、株主資本等変動計算
書）における自己株式に係る開示の確認

２）剰余金の配当 a）剰余金の配当に関わる対応

会社法内部統制システムの構築・運用状況の調査係る監査
　（内部統制システムの構築・運用状況の監査）

法３６２条④６
施規１００条

１）会社法内部統制システムに係る監査 a）会社法内部統制システム監査に関わる対応 第２節８

株主総会出席･調査結果報告 法３８４条 １）株主総会出席・調査結果報告 a）調査結果報告及び監査役会監査報告についての報告準備と当日業務 第３節Ⅵ５

１）監査役会の招集 a）監査役会議題の確認と招集通知案の作成 ｂ）招集通知の発送

２）監査役会の開催 a）議案の作成 ｂ）監査役会の事前準備 ｃ）監査役会への同席

監査役会への職務執行状況報告 法３９０条④ １）監査役会への職務執行状況報告 a）監査役の報告事項の有無の確認 ｂ）報告議案資料の作成 第４節４

取締役に対する訴訟提起請求受領の際の会社代表
法８４７条①
法３８６条②１

１）取締役に対する訴訟提起請求受領の際の会社代表 a）常勤監査役による初期対応に係る対応 ｂ）対応チームの設置 ｃ）対応チームによる具体的な作業 第５節Ⅲ２

臨時計算書類の監査／監査報告作成 法４４１条② １）臨時計算書類の監査／監査報告作成 a）臨時計算書類の監査／監査報告の作成に関わる対応 第６節Ⅱ１

臨時計算書類監査報告作成
計規１２２条
計規１２７条

１）臨時計算書類監査報告作成 a）臨時計算書類監査報告作成に関わる対応 第６節Ⅱ２

取締役と会社間の訴訟での会社代表 法３８６条 １）取締役と会社間の訴訟での会社代表 第５節Ⅲ１

取締役に対する株主代表訴訟の訴訟告知受領の際の会社代表 法３８６条②２ １）取締役に対する株主代表訴訟の訴訟告知受領の際の会社代表 第５節Ⅲ３

監査役会の招集・開催
法３９１条
法３９２条①

計算関係書類の監査

事業報告の監査（業務監査）
法４３６条①
法４３６条②

取締役会への出席・意見陳述 法３８３条①

監査役職務大分類　

第２節Ⅰ１（１）

法４３６条①
法４３６条②
法４４４④

法３５６条
（法３６５条）

第２節７

競業取引及び利益相反取引等の監査

第４節３（１）

監査役職務中分類 ス　タ　ッ　フ　業　務 目次（参考）

１）取締役会への出席・意見陳述

１）計算関係書類の受領及び監査 第３節Ⅲ１（１）

第２節６

自己株式の取得・処分等、剰余金の配当の監査
法１５５条
法４６１条



第２節　監査役の権限・義務と監査役活動・スタッフ業務に関する一覧表

３．監査役会の権限／義務

項　　目　　内　　容 関連法令

常勤監査役の選定（解職含む）
法３９０条②２
法３９０条③

１）常勤監査役の選定 a）監査役会議案の作成 b）監査役会議事録の作成 ｃ）執行部門への通知・手続き

特定監査役の決定（任意）
施規１３２条⑤２イ
計規１２４条⑤２イ
計規１３０条⑤２イ

１）特定監査役の決定（任意） a）監査役会議案の作成 ｂ）監査役会議事録の作成 ｃ）執行部門への通知・手続き

監査役会議長の選定 - １）監査役会議長の選定 a）監査役会議案の作成 ｂ）監査役会議事録の作成 ｃ）執行部門への通知・手続き

a）前年度の監査結果の確認と課題の抽出 ｂ）監査方針の作成 ｃ）監査計画案の作成

d）議事録の作成

２）監査役会で審議・決定と執行部門への通知 a）議案の作成 ｂ）議事録の作成 ｃ）執行部門への通知、内部監査部門・会計監査人等との連係

１）監査役会監査報告作成（監査役会監査報告への意見付記を含む） a）監査役会の年間活動実績の取りまとめ ｂ）監査役の監査報告の受領及び差異の確認 ｃ）監査役会監査報告案の作成

２）監査役会監査報告の通知 a）監査役会での審議に関わる対応 ｂ）監査役会の監査報告の作成・通知・保管 ｃ）監査役会監査議事録作成

１）議事録の作成 a）議事録案の作成 ｂ）監査役に議事録案の記載内容の確認依頼

２）議事録への署名・記名押印と保管 a）議事録の製本、監査役に議事録への署名・記名押印の依頼 ｂ）議事録の保管及び謄写の保管

監査役会招集手続省略の同意 法３９２条② １）監査役会招集手続省略の同意 a）監査役のスケジュールの事前把握 ｂ）招集手続省略に関する監査役全員の同意の確認 ｃ）監査役会開催日程の調整 第４節３（３）

監査役監査基準の制定・改定 - １）監査役監査基準の制定・改定 a）基準の制定・改正に係る資料作成と監査役への報告 ｂ）監査役会議案及び議事録作成と執行部門への通知 第４節１

監査役会規則の制定・改正 － １）監査役会規則の制定・改正 a）社内外要因による改正要否の検討（日本監査役協会のひな型の変更を含む） ｂ）監査役会議案及び議事録作成と執行部への通知 第４節２

監査の実効性を確保する体制の決定（監査役会） － １）監査役の実効性を確保する体制の決定 a）監査の実効性を確保する体制の検討 ｂ）体制検討に係る資料作成と監査役への報告 ｃ）監査役会議案及び議事録作成と執行部門への通知 第４節５（１）

４．その他本書が取扱った項目（権限・義務）

項　　目　　内　　容 関連法令

監査調書の作成 － １）監査調書の作成 a）監査調書の作成に関わる対応 第２節Ⅲ１

文書等の保管・管理 － １）文書等の保管・管理 a）文書等の保管・管理に関わる対応 第２節Ⅲ２

期末監査スケジュールの策定 － １）期末監査スケジュールの策定 a）期末監査スケジュール（案）の作成 第３節Ⅰ１

年間の監査活動内容（結果）の作成 － １）年間の監査活動内容（結果）の作成 a）期中及び期末の監査活動結果のまとめ及び報告書の作成 第３節Ⅰ２

株主総会想定問答の作成 － １）株主総会想定問答の作成 a）株主総会想定問答（案）の作成 第３節Ⅵ４

a）日程調整 ｂ）有価証券報告書記載内容の確認 ｃ）内部統制報告書の調査

ｄ）監査調書案の作成

監査役（会）活動のレビュー - １）監査役及び監査役会活動レビューの承認 a）監査役監査レビュー項目（案）の策定とチェックシートの作成 第３節Ⅴ２

法３９０条②１
施規１３０条
計規１２３条②
計規１２８条

監査役会の監査報告作成

ス　タ　ッ　フ　業　務監査役職務中分類

監査計画の策定等（業務分担を含む） 法３９０条②３

監査役職務大分類　

第１節２

ス　タ　ッ　フ　業　務 目次（参考）

監査役会議事録作成と署名･記名押印
法３９３条②
法３９３条③

第４節３（２）

監査役職務大分類　

監査役職務中分類

第３節Ⅳ２

第１節１

目次（参考）

有価証券報告書・内部統制報告書の監査 第３節Ⅴ１

１）監査計画案の作成

１）有価証券報告書・内部統制報告書の監査-
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第２章　監査役の権限・義務と監査役活動



会社の動き 監　査　役　会

3月 31日 (土)

1日 (日)

26日 (木)

17日 (木)

1．監査役・監査役会の年間スケジュール概要

日にち

4月

監　　査　　役

２.会計監査人の再任の適否の審査

１.監査役(会)監査活動のレビュー

Ⅴ.その他の期末監査活動

会計監査人からの
(２)会計監査報告報告の受領及び監

(１)事業報告等の受領及び監査
(２)取締役の職務執行に関する事項

の確認
(３)会社法内部統制システムに係る監査
(４)会社の支配に関する基本方針・

買収防衛策等の相当性判断

(１)計算関係書類の受領及び監査

１.期末監査スケジュール策定
２.年間の活動内容・結果の作成
３.業務執行確認書の取得

Ⅰ.期末監査の準備

Ⅲ.会計監査Ⅱ.業務監査
２.株主総会提出議案の調査

１.株主総会招集手続き(日程)の監査

Ⅵ.株主総会対応

取締役会
決算短信承認、
配当方針決議、
取締役・監査役候補者決定

第３節 期末業務
【年間スケジュールの見方】

「会社の動き」は、３月決算会社が２０１２年６月２６日(火)に定時株主総会を開催

すると仮定した場合の、法定日程に合わせたモデル。

この「会社の動き」に対応する監査役と監査役会の「期初業務」「期中業務」「期末

業務」並びに「監査役会の運営」を時系列に示す。

【注】各項目の数字は、第３章の各節以下の項目番号に対応しているので、適宜、参

照されたい。

'12年
決算日

17日 (木)

24日 (木)

11日 (月)

26日 (火)6月

5月

３.有価証券報告書・内部統制報告書
の監査

２.監査役会監査報告審議・作成、通知

( )会計監査報告報告の受領及び監
査

１.各監査役の監査報告作成

Ⅳ.監査報告の作成

３.監査役選任株主総会議案への同意

５.株主総会出席・調査結果報告

４.株主総会想定問答の作成

６株主総会終了後手続き監査

株主総会

監査役会

取締役会
代表取締役選定、ほか

株主総会招集通知発送期限

取締役会
事業報告等及び
計算関係書類承認、
期末配当決議、
株主総会附議議案決定、
株主総会招集決議

１.監査役会議長選定、常勤監査役選定
特定監査役決定(任意)

２.監査計画等策定、
３.監査費用予算の決定

４.監査役報酬協議
５.特別取締役会への出席監査役互選

第１節 期初業務

30日 (土)

10日 (火)

18日 (水)

26日 (木)

9日 (木)

7月

8月

６.株主総会終了後手続き監査

監査役会

四半期報告書提出

取締役会 第1四半期決算

商業登記変更申請期限

第１四半期決算日
有価証券報告書提出期限
内部統制報告書提出期限

１.重要会議への出席
２.代表取締役との定期会合
３.重要書類の閲覧
４.役職員からの報告聴取
５.実地調査(往査)
６.競業取引・利益相反取引等の監査
７.自己株式取得・処分等の監査、

剰余金等監査
８.会社法内部統制システム監査
９.取締役への業務監査報告
１０.その他、監査役の職務を適切に遂行
するための意思疎通、情報収集等

Ⅰ.業務監査

３.四半期報告書・半期報告監査
４.会計監査人実証手続同行・立ち会

Ⅱ.会計監査

１.監査調書の作成
２.文書等の保管・管理

Ⅲ.その他事項Ⅱ.会計監査

１.会計監査人からの監査計画報告受領
２.会計監査人への監査役監査計画説明

第２節 期中業務

５.その他の手続き
(２)会計監査人の監査報酬同意

３.監査役会の招集・開催、議事録作成

第４ 節 監査役会の運営

5日 (水)

13日 (木)

20日 (木)

30日 (日)

25日 (木)

15日 (木)

31日 (月)

24日 (木)

15日 (金)

10月

12月

1月

2月

9月

11月

'13年

取締役会 第2四半期決算

四半期報告書提出

四半期報告書提出

取締役会 第３四半期決算

第２四半期決算日

第３四半期決算日

(１)監査役会招集

(１)監査役会開催

(２)監査役会議事録作成、署名・記名押印

※監査役会は年間計画に従い開催する。
又は必要に応じて臨時開催する。

１.監査役会監査基準の制定・改定
２.監査役会規則の制定・改定

５.監査役会のその他の手続き
(１)監査の実効性を確保する体制の決定

４.監査役会への職務執行状況報告

３.監査役会の招集・開催、議事録作成
(３)監査役会招集手続省略の同意

※これらの事項は必要に応じて適宜、
監査役会に付議する。

31日 (日)3月 決算日



会社の動き 監　査　役　会 監　査　役 ス　タ　ッ　フ　の　業　務

3月 31日 (土)

1日 (日)

26日 (木)

２―１．スタッフの業務(期初業務：第３章第１節）

日にち

4月
取締役会
決算短信承認、
配当方針決議、
取締役・監査役候補者決定

２.監査計画の策定

前年度の監査結果の確認と
課題の抽出

【期初業務】

監査役は株主総会において選任されるため、定時株主総会後の時期を「期初」と

位置付ける。

定時株主総会後、最初に開催される監査役会及びその前後の監査役間の協議にお

いて新たな監査役・監査役会の体制が決定されるが、実際にスタッフの業務は４

月頃から行う必要があることに注意する。

'12年 決算日

17日 (木)

24日 (木)

11日 (月)

19日 (火)

26日 (火)

5月

6月

株主総会

監査役会

株主総会招集通知発送期限

取締役会
事業報告等及び
計算関係書類承認、
期末配当決議、
株主総会附議議案決定、
株主総会招集決議

１.監査役会議長選定、常勤監査役選定、
特定監査役決定(任意)

２.監査計画等策定 ４.監査役報酬協議

第１節 期初業務

監査役会付議議案の作成

監査役会議長と監査役会の
新体制について打合せ

予算案の作成監査方針案の作成
監査計画案の作成

１.監査役会議長選定
常勤監査役選定

特定監査役決定（任意）
３.監査費用予算の決定

監査役会へ同席

株主総会招集通知発送期限

監査役会附議議案の作成（監査役会に付議する場合のみ）

監査役会へ同席（監査役会に付議する場合のみ）

監査役会議長と監査役会の
新体制について打合せ

５.特別取締役会への
出席監査役互選

４.監査役報酬協議

26日 (火)

30日 (土)

3日 (火)

10日 (火)

18日 (水)

26日 (木)

9日 (木)

7月

8月

月

監査役会

取締役会
代表取締役選定、ほか

取締役会 第1四半期決算

商業登記変更申請期限

第１四半期決算日
有価証券報告書提出期限
内部統制報告書提出期限

監査計画等策定
３.監査費用予算の決定 ５.特別取締役会への出席監査役互選

選定通知書・決定通知書作成
執行部門へ通知

執行部門へ通知 報酬協議書作成
執行部門へ通知

執行部門へ通知

監査役会議事録の作成 監査役会議事録の作成（監査役会に付議した場合のみ）

9日 (木)

5日 (水)

13日 (木)

20日 (木)

30日 (日)

25日 (木)

15日 (木)

31日 (月)

24日 (木)

8月

9月

11月

12月

10月

1月
'13年

取締役会 第2四半期決算

四半期報告書提出

四半期報告書提出

取締役会 第３四半期決算

第２四半期決算日

第３四半期決算日

15日 (金)

31日 (日)

2月

3月

四半期報告書提出

決算日



会社の動き 監　査　役　会 監　査　役 ス　タ　ッ　フ　の　業　務

3月 31日 (土)

1日 (日)

26日 (木)

17日 (木)

２―２．スタッフの業務(期中業務：第３章第２節）

日にち

4月

5月

取締役会
決算短信承認、
配当方針決議、
取締役・監査役候補者決定 前年度の監査結果の確認と

課題の抽出

監査方針案の作成
監査計画案の作成

第１節 期初業務
２.監査計画の策定

【期中業務】

期中業務は多岐にわたり、またその手続き・スケジュールも一様ではないため、

代表例として

Ⅰ．業務監査

「国内事業所往査」：2012年10月12日(金) 実施と仮定

Ⅱ．会計監査

「会計監査人実証手続きの同行・立ち会い」：同９月28日(金)実施と仮定

を時系列で示す。

また期中業務は期初に決定する「監査方針」「監査計画」に基づき、その具体的

な実査対象・方法・時期等を策定することに注意する。

'12年 決算日

24日 (木)

11日 (月)

19日 (火)

26日 (火)

30日 (土)

月

6月

株主総会

監査役会

取締役会
代表取締役選定、ほか

株主総会招集通知発送期限

取締役会
事業報告等及び
計算関係書類承認、
期末配当決議、
株主総会附議議案決定、
株主総会招集決議

第１四半期決算日
有価証券報告書提出期限
内部統制報告書提出期限

株主総会招集通知発送期限

監査計画案の作成

Ⅰ業務監査

監査方針・監査計画に基づき、具体的な
往査先・立会先等を選定、スケジュール
や応対者等を策定する。

3日 (火)

10日 (火)

18日 (水)

26日 (木)

9日 (木)

5日 (水)

28日 (金)

30日 (日)

7月

8月

9月

監査役会

四半期報告書提出

第２四半期決算日

取締役会 第1四半期決算

商業登記変更申請期限

１.重要会議への出席
２.代表取締役との定期会合
３.重要書類の閲覧
４.役職員からの報告聴取
５.実地調査(往査)
６.競業取引・利益相反取引等の監査
７.自己株式取得・処分等の監査、

剰余金等監査
８.会社法内部統制システム監査
９.取締役への業務監査報告
１０.その他、監査役の職務を適切に遂
行するための意思疎通、情報収集等

Ⅰ.業務監査

３.四半期報告書・半期報告監査
４.会計監査人実証手続同行・立ち会い

Ⅱ.会計監査

１.監査調書の作成
２.文書等の保管・管理

Ⅲ.その他事項
Ⅱ.会計監査

１.会計監査人からの監査計画報告受領
２.会計監査人への監査役監査計画説明

第２節 期中業務

往査先の選定及び
スケジュール等の調整

事前準備

Ⅰ.業務監査
５.実地調査

(１)国内事業所への往査

立会い

立会記録の作成

立会先の選定
会計監査人・立会先と
スケジュール調整

資料準備

Ⅱ.会計監査
４.会計監査人実証手続き

の同行・立ち会い

Ⅲ.その他の事項
２.文書等の保管・管理

文書等の保管・管理
(10年間～)

5日 (金)

12日 (金)

19日 (金)

25日 (木)

15日 (木)

31日 (月)

24日 (木)

15日 (金)

( )

2月

3月

11月

12月

1月

10月

'13年

取締役会 第2四半期決算

四半期報告書提出

四半期報告書提出

取締役会 第３四半期決算

決算日

第３四半期決算日

事業所往査

往査調書の作成

往査結果に関わる対応(必要時)
監査調書の通知・会合の手配等

31日 (日)3月 決算日



会社の動き 監　査　役　会 監　査　役 ス　タ　ッ　フ　の　業　務

3月 31日 (土)

1日 (日)

26日 (木)

２―３．スタッフの業務(期末業務：第３章第３節）

日にち

4月

　
   2月頃～

取締役会
決算短信承認、
配当方針決議、
取締役・監査役候補者決定

期末監査スケジュール案の作成、
株主総会管掌部門・取締役会事務局・経理部門等、並びに会計監査人と、総会日程確認、事業報告等・計算関係書類、監査報告の授受日程等を調整

期中及び期末の
監査役監査活動
結果のまとめ、
報告書の作成

Ⅰ.期末監査の準備

事前準備
四半期レビュー・

経理部門業務報告聴取時等の資料、
各監査役指摘事項等のとりまとめ

法令・会計基準等の新設・変更の確

１.期末監査スケジュール策定
２.年間の活動内容・結果の作成
３.業務執行確認書の取得

Ⅰ.期末監査の準備

Ⅲ 会計監査Ⅱ 業務監査

第３節 期末業務

業務執行確認書
案の作成

配布・回収、
回答内容確認

Ⅱ.業務監査

事前準備
法令等確認事項

の確認
確認資料の手配

取締役の職務執行
に関する適法性
監査調書の作成

会社法内部統制
システムに関する

取締役会決議入手、
相当性確認

会社の支配に関る
基本方針・買収防衛

策等の入手

※期末監査スケジュール案の作成、各部門・会計監査人との日程調整は ２月頃より始め、３月末までに完了しておく

Ⅲ.会計監査

計算関係書類の監査
会計方針・会計処理等の説明聴取
計算関係ドラフト入手・内容確認

監査役会の
年間活動実績の

取りまとめ

Ⅳ.監査報告
の作成

'12年

決算日

26日 (木)

17日 (木)

5月

取締役 監査役候補者決定

取締役会
事業報告等及び
計算関係書類承認

２.監査役会監査報告審議・作成、通知

会計監査人からの
(２)会計監査報告報告の受領及び監査
(３)職務遂行に関する通知の受領

(１)事業報告等の受領及び監査
(２)取締役の職務執行に関する事項

の確認
(３)会社法内部統制システムに係る監査
(４)会社の支配に関する基本方針・

買収防衛策等の相当性判断

(１)計算関係書類の受領及び監査

Ⅲ.会計監査Ⅱ.業務監査

１.各監査役の監査報告作成Ⅳ.監査報告の作成

事業報告等受領
適正表示の確認

(法定事項の網羅性、記載内容の正確性等)

計算関係書類受領

会計監査人からの
会計監査報告の受領

職務執行に関する通知受領

監査調書(又は監査役会議事録)作成

各監査役の監査報告案作成
事業報告等に係る監査報告案

計算関係書類に係る監査報告案

各監査役の監査報告受領、差異の確認

監査役会監査報告案の作成

監査役会監査報告作成、
特定監査役名で特定取締役へ通知

24日 (木)

31日 (木)

11日 (月)

19日 (火)

26日 (火)

30日 (土)

(火)

6月

株主総会

監査役会

取締役会
代表取締役選定、ほか

株主総会招集通知発送期限

計算関係書類承認、
期末配当決議、
株主総会附議議案決定、
株主総会招集決議

第１四半期決算日
有価証券報告書提出期限
内部統制報告書提出期限

株主総会招集通知発送期限

【期末業務】

期末業務は、期末監査から監査役・監査役会監査報告の作成と、株主総会対応

が主たる業務となる。

このうち、

Ⅰ．期末監査の準備

Ⅱ．事業報告等の監査

Ⅲ．計算関係書類の監査

Ⅳ．監査報告の作成

に関する一連の業務を時系列に示す。

なお監査日程は

監査役会議事録作成

10日 (火)

18日 (水)

26日 (木)

9日 (木)

30日 (日)

25日 (木)

15日 (木)

31日 (月)

24日 (木)

15日 (金)2月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

7月

'13年

監査役会

取締役会 第2四半期決算

四半期報告書提出

四半期報告書提出

四半期報告書提出

取締役会 第３四半期決算

第２四半期決算日

第３四半期決算日

取締役会 第1四半期決算

商業登記変更申請期限 なお監査日程は、

①事業報告等及び計算関係書類：２０１２年４月２６日(木)に受領と仮定

②会計監査報告：５月１７日(木)に受領と仮定

し、そこから法定期限である、①から起算して４週間、②から起算して１週間

をそれぞれ経過した日の1日前、５月２４日(木)に監査役会監査報告を作成する

ものとした。

日 (金)

31日 (日)

月

3月

半期報告書提出

決算日



会社の動き 監　査　役　会 監　査　役 ス　タ　ッ　フ　の　業　務

3月 31日 (土)
1日 (日)

26日 (木)

24日 (木)

31日 (木)

２―４．スタッフの業務(監査役会の運営：第３章第４節）

日にち

4月

5月

取締役会
決算短信承認、
配当方針決議、
取締役・監査役候補者決定

取締役会
事業報告等及び
計算関係書類承認、
期末配当決議、
株主総会附議議案決定、
株主総会招集決議

【監査役会の運営】

監査役会の運営に関する事項のうち、日常的業務である

３．監査役会の招集・開催、議事録作成

監査役会を２０１２年９月１３日(木)に開催と仮定

５．(２) 会計監査人の監査報酬等の同意

２０１２年７月１８日(木)の監査役会で同意(決議)すると仮定

を時系列に示す。

なお、監査役会は９月１３日(木)の開催に合わせて、法定の、監査役会開催日の１週間

前までにその招集通知を発送するするものとしている。

また監査役会は、期初に決定した計画に基づき、月１回あるいはそれ以上、開催される

ことが多い(臨時開催は除く)が、手続きとスケジュールは例と変わらないので、適宜、

'12年 決算日

11日 (月)

19日 (火)

26日 (火)

30日 (土)

10日 (火)

18日 (水)

26日 (木)

6月

7月 監査役会

株主総会

監査役会

取締役会
代表取締役選定、ほか

株主総会招集通知発送期限

取締役会 第1四半期決算

商業登記変更申請期限

第１四半期決算日
有価証券報告書提出期限
内部統制報告書提出期限

株主総会招集通知発送期限 参考にされたい。

第４ 節 監査役会の運営

第２節 期中監査業務
Ⅱ.会計監査

１.会計監査人からの監査計画報告受領
２.会計監査人への監査役監査計画説明

３ .監査役会の招集・開催、
議事録作成

執行部門から同意依頼書受領
執行部門から説明聴取

会計監査人から説明聴取
(会計監査人の監査計画概要

説明と同時)監査役会付議

執行部門へ通知
監査役会議事録作成

５．その他の手続き
(２)会計監査人の
監査報酬同意

５.その他の手続き
(２)会計監査人の監査報酬同意

26日 (木)

9日 (木)

31日 (水)

5日 (水)

13日 (木)

8月

9月

四半期報告書提出

取締役会 第1四半期決算

(１)監査役会招集

(１)監査役会開催

３.監査役会の招集・開催、議事録作成

監査役会議題の確認

招集通知案作成

招集通知発送

取締役等出席予定者と調整
(必要な場合)

出席依頼(必要な場合)

議案資料作成 資料作成依頼(必要な場合)

監査役会同席、記録

監査役会議事録案作成
資料収集

監査役会議長と進行打合せ

(１)監査役会の招集・開催

(２)監査役会議事録作成
と署名・記名押印

役 議 録

20日 (木)

30日 (日)

25日 (木)

15日 (木)

31日 (月)

24日 (木)

15日 (金)2月

10月

11月

12月

1月
'13年

取締役会 第2四半期決算

四半期報告書提出

四半期報告書提出

取締役会 第３四半期決算

第２四半期決算日

第３四半期決算日

(２)監査役会議事録作成、署名・記名押印

※監査役会は年間計画に従い開催する。
又は必要に応じて臨時開催する。

１.監査役会監査基準の制定・改定

５.監査役会のその他の手続き
(１)監査の実効性を確保する体制の決定

４.監査役会への職務執行状況報告

３.監査役会の招集・開催、議事録作成

※これらの事項は必要に応じて適宜、
監査役会に附議する。

監査役に議事録案の
記載内容確認依頼

議事録製本
監査役に議事録へ署名又は

記名押印依頼

議事録の保管(１０年間)
謄写の保管

31日 (日)3月 決算日
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「監査役会の招集・開催」別紙  監査役会付議事項 
 監査役会付議事項 原則として監査役会の付議を要しない事項(注 8) 

 決議事項(注 1) 報告事項  

 法定項目 法定外項目(注 3) 法定項目 法定外項目(注 3)  

時期 監査役会の決議事項 監査役会の同意(注 2)事項 (任意で決議する項目)  (任意で報告する項目)  

6 月 □常勤監査役の選定 (法 390 条 2 項 2 号) 

□特定監査役の決定(注 4) (施規 132 条 4・5 項、計規 4・5 項) 

□監査方針の決定(注 5) (法 390 条 2 項 3 号) 

□監査計画の決定(注 5) (法 390 条 2 項 3 号) 

 

 

□監査役会議長の選定 

□監査予算の決定 

 □各監査役の報酬の協議(注 9) (法 387 条 2 項) 

7 月 □会計監査人の監査報酬の同意 (法 399 条)  □会計監査人の監査計画受領 

8 月   □会計監査人第 1 四半期 

監査レビュー報告受領 

9 月    

10 月    

11 月   □中間配当の相当性審議結果報告 

□会計監査人第 2 四半期 

監査レビュー報告受領 

12 月    

1 月    

2 月   □会計監査人第 3 四半期 

監査レビュー報告受領 

3 月    

4 月    

5 月 □監査役会監査報告審議・作成 

 (法 390 条 2 項 1 号・施規 130 条 3 項・計規 128 条 3 項) 

  □会計監査人の会計監査報告受領
(注 6) (施規 130 条) 

□監査役会活動のレビュー報告 

随時 

※時期を 

定めない 

  □日常監査結果報告 

□事業所往査結果報告 

□子会社調査結果報告 

不定期 

 

※必要ある 

場合のみ 

 

□常勤監査役の解職 (法 390 条 2 項 2 号) 

□会計監査人の解任 (注 7) (法 340 条 1 項・4 項) 

□株主総会へ会計監査人の解任理由を報告する監査役選

定 (法 340 条 3 項・4 項) 

□臨時計算書類に係る監査役会監査報告書の審議・作成 
(法 390 条 2 項 1 号・法 441 条 2 項・計規 128 条 3 項) 

※以下は株主総会開催時期による(定時株主総会の場合は議題確定する 5 月

頃) 

□監査役選任を株主総会の目的とすること又は監査役選任 

議案を株主総会へ提出することの請求 (法 343 条 2 項・3 項) 

□会計監査人選任議案を株主総会へ提出すること又は会計 

監査人を選任・解任・不再任を株主総会の目的とすること 

の請求 (法 344 条 2 項・3 項) 

 

 

 

 

 

 

 

 
※以下は株主総会開催時期による(定時株主総会の場合は議題確定する 5 月

頃) 

□監査役選任議案への同意 (法 343 条 1 項・3 項) 

□会計監査人の選任・解任・不再任議案への同意 

 (法 344 条 1 項・3 項)

□監査役会規則制定・変更

□監査基準制定・変更 

 

□会社に著しい損害がある場合の取

締役からの報告受領 (法 357 条) 

□取締役に不正行為等ある場合の会

計監査人からの報告受領  

(法 397 条)

 

 □監査役会による会計監査人解任への監査役全員の同意
(注 7）(注 10) (法 340 条 1 項・2 項・4 項) 

□特別取締役会への出席監査役の互選(注 11)(法 383 条) 

□取締役会の招集手続き省略への各監査役の同意 
(法 368 条 2 項)

□取締役会の決議省略の各監査役の同意 (法 370 条) 

□監査役会の招集手続き省略への各監査役の同意 
(法 392 条 2 項)

※以下は株主総会開催時期による(定時株主総会の場合は議題確定する 5

月頃) 

□取締役の損害賠償責任の一部免除に関する議案が株

主総会に提出されることへの各監査役の同意 
(法 425 条 1 項・3 項)

□取締役の損害賠償責任の一部を取締役会決議によって

免除できる旨の定款変更に関する議案を株主総会に提

出することへの各監査役の同意  (法 425 条 1 項・3 項) 

□社外取締役との間で損害賠償責任の一部免除の契約を

することができる旨の定款変更に関する議案を株主総会

に提出することへの各監査役の同意 (法 427 条 1 項・3 項) 

□株主代表訴訟において会社が被告取締役を補助するた

めに訴訟に参加することへの各監査役の同意 

 (法 829 条 2 項項)

 
注 1 監査役会の決議は、在任監査役の過半数の賛成が必要。 

注 2 「監査役会の同意」は、会議体としての監査役会の同意が必要であり、監査役会決議事項として取り扱う(監査役全員の同意は不要)。 
注 3 「法定外項目」は、各社の体制・監査役会規則・監査役会基準等に従い、任意で決議又は報告を行う。 

注 4 「特定監査役の決定」は必ずしも監査役会で定めることを要せず、定めなかった場合は全監査役が「特定監査役」となる。 

注 5 「監査方針の決定」「監査計画の決定」は、会社によっては監査役の任期に合わせず、事業年度や上半期・下半期に合わせて 3 月、9 月頃決定している場合もある。 

注 6 「会計監査人の会計監査報告受領」は、法的には特定監査役のみが受領すれば良いが、監査役全員がその内容を理解するため、また会計監査人は施規 131 条の定めにより「会計監査人の職務の遂行に関する事項」を通知する必要があるため(ただしすべての監査役がその事項を知っている場合は不要)、監査役会で会計監 

査報告を受領することが望ましい。 

注 7 「会計監査人の解任」は、監査役会設置会社の場合は監査役会が行うが、その際にはすべての監査役の同意が必要である。 

注 8 「原則として監査役会の付議を要しない事項」は、各監査役の義務又は権限に属するため、監査役会への付議を要しない。ただしこれらの事項を監査役全員が揃う監査役会に付議することは妨げられないが、「監査役全員の同意」「各監査役の同意」又は「協議」が必要な事項を、単なる決議事項として在任監査役の過半数の賛

成をもって議決することはできない。必ず「監査役全員の同意」が必要。 

注 9 「協議」は、各監査役の書面による意思表示でも可。ただし監査役全員の一致した同意が必要であり、1 名でも反対があれば成立しない。 

注 10 「監査役全員の同意」「各監査役の同意」は、書面による意思表示でも可。ただし監査役全員の一致した同意が必要であり、1 名でも反対があれば成立しない。 

注 11 「互選」は、個々に独立した立場である監査役が、相互の全員の中から話し合いによって選ぶことであり、監査役会の決議は不要。 

※上記の他、取締役に対する差し止め請求権等、各監査役の義務又は権限は監査役会に付議することを要さないが、監査役間の情報共有・意見形成のため、適宜、 

監査役会の場において各監査役から付議し、報告・相談・検討されることが望ましい。 
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